
�愛媛県規則第９号
審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬に関

する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬

に関する規則の一部を改正する規則

審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬に関

する規則（昭和２８年愛媛県規則第６２号）の一部を次のように

改正する。

別表中「愛媛県地方障害者施策推進協議会委員」を
「愛媛

愛媛

県地方障害者施策推進協議会委員
に改め、「愛媛県精

県障害者介護給付費等不服審査会委員」

神保健福祉審議会委員」を削る。

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県規則第１０号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規

則

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第

３８号）の一部を次のように改正する。

第９条中「愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例

第２１号）」を「条例」に改め、同条を第１１条とし、第８条の

次に次の２条を加える。

（県税の収納の委託基準）

第９条 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条

の２第１項に規定する規則で定める基準は、次に掲げると

おりとする。

� 普通地方公共団体の公金又はこれに類する経費の取扱

いについて実績を有すること。

� 委託する事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業

規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

� 収納した現金を遅滞なく指定金融機関又は指定代理金

融機関に払い込むことができ、かつ、収納の状況を正確

に記録し、県の求めに応じ、必要な報告を行うことがで

きること。

（知事が収納の事務を委託した者に納付することができる

自動車税に係る徴収金）

第１０条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１

号。以下「条例」という。）第６条第３項に規定する自動

車税に係る徴収金で規則で定めるものは、自動車税に係る

納税通知書により納付するもののうち、知事が定めるもの

とする。

第１号様式中「第１条」の下に「、第１０条」を加え、同様

式３（表）中

＊印のある年度の
自動車税が未納です。

「

を

」

＊印のある年度の
自動車税が未納です。

車台番号

「

に

」

改め、同様式３（裏）中

「・愛媛県、徳島県、香川県及び高知県の各県内に所在
を

する郵便局 」

「・愛媛県、徳島県、香川県及び高知県の各県内に所在

する郵便局 に

・県が収納の事務を委託した者 」

改め、同様式３備考中「及び「収納代理金融機関」欄」を「

、「収納代理金融機関」欄及び「県が収納の事務を委託した

者」欄」に、「及び取り扱う店舗」を「、取り扱う店舗及び

県が収納の事務を委託した者」に改める。

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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�愛媛県規則第１１号
愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理す

る事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処

理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理す

る事務の範囲を定める規則（平成１２年愛媛県規則第１６号）の

一部を次のように改正する。

別表５の項左欄中「別表１７の項第８号」を「別表１７の項第

３号」に改める。

附 則

この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。

�������
�愛媛県規則第１２号
愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する規則

を次のように定める。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部を改正する

規則

愛媛県県立高等技術専門校運営規則（昭和３３年愛媛県規則

第５４号）の一部を次のように改正する。

第２条中「居住地所轄の公共職業安定所長を経て」を「校

長の定めるところにより」に改め、同条第３号中「６月」を

「３月」に改め、「撮影の年月日及び」を削る。

第９条を第１７条とする。

第８条第２項を次のように改める。

２ 条例第６条第２項の規定に基づく寄宿舎料の額は、光熱

水費の実費を勘案して校長が定める。

第８条を第１４条とし、同条の次に次の２条を加える。

（入校料、授業料、受講料及び寄宿舎料の納付の猶予）

第１５条 知事は、特別の事情があると認める場合は、入校料

、授業料、受講料及び寄宿舎料の納付を猶予することがあ

る。

２ 前項の規定による入校料、授業料、受講料及び寄宿舎料

の納付の猶予の基準及び手続については、知事が定める。

（入校選考料等の減免）

第１６条 休校期間中の授業料は、免除する。ただし、月の途

中において休校し、又は復校する場合は、当該月分の授業

料については、この限りでない。

２ 知事は、災害その他やむを得ない事情により学費等の支

弁が困難と認められる者に対しては、入校選考料について

は免除し、入校料については減免することがある。

３ 知事は、災害その他やむを得ない事情により学費の支弁

が困難と認められる者に対しては、授業料を減免すること

がある。この場合において、授業料の減免は、１年ごとに

行う。

４ 前２項の規定による入校選考料等の減免の基準及びその

手続については、知事が定める。

第７条を第８条とし、同条の次に次の５条を加える。

（入校選考料等を徴収しない訓練科）

第９条 条例第４条第１項に規定する規則で定める訓練科は

、第１条第２項の規定による普通課程の訓練科とする。

（入校選考料の納付時期）

第１０条 入校選考料は、愛媛県収入証紙をもつて、入校願書

を提出する際に納付しなければならない。

（入校料の納付時期）

第１１条 入校料は、校長が指定する期日までに納付しなけれ

ばならない。

（授業料の納付）

第１２条 授業料は、年額の１２分の１に相当する額を毎月１５日

まで（入校した月の授業料については、入校の日から１５日

以内）に納付しなければならない。ただし、校長は、特別

の事情がある場合は、前納させることができる。

２ 月の途中において、入校し、修了し、又は退校し、若し

くは退校にされた場合であつても、当該月分の授業料は、

納付しなければならない。

（受講料）

第１３条 条例第５条第２項の規定に基づく受講料の額は、教

材費等の実費を勘案して校長が定める。

２ 受講料は、前納しなければならない。ただし、校長は、

特別の理由があると認められるときは、後納させることが

できる。

第６条を第７条とする。

第５条の見出しを「（休校、復校又は退校）」に改め、同

条中「中途において、」の下に「休校し、復校し、又は」を

加え、「具して」を「付して」に改め、同条を第６条とする

。

第４条中「様式第３号」を「様式第４号」に改め、同条を

第５条とする。

第３条の次に次の１条を加える。

（誓約書）

第４条 前条の規定により入校を許可された者は、校長が指

定する期日までに、保証人と連署した誓約書（様式第３号

）を校長に提出しなければならない。ただし、普通職業訓

練の短期課程及び第１条第２項の規定による普通課程の訓

練科に入校する者については、この限りでない。

２ 校長は、前条の規定により入校を許可された者が、前項

の手続をしないときは、当該入校の許可を取り消すことが

できる。

３ 第１項の保証人は、独立の生計を営む成年者でなければ

ならない。

４ 第１項の保証人は、訓練生と連帯して債務を負担するも

のとする。

５ 訓練生は、第１項の保証人に事故又は異動があつた場合

は、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

別表愛媛県立新居浜高等技術専門校の部普通職業訓練短期

課程の項中 ＯＡ経理科 ４０人 ６月
「

を削り、同表愛
」

媛県立今治高等技術専門校の部普通職業訓練普通課程の項中

織物管理科 １０人 １年
「

を
」

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外２
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織物エンジニ
ア科 ２０人 １年

染織エンジニ
ア科 ２０人 １年

「

に、「工業デザイン科」を

」

「ビジネスデザイン科」に改め、同部普通職業訓練短期課程

の項中
織機調整科 １０人 １年

「
及び

」

染 色 科 ２０人 １年

整 経 科 ２０人 ６月

ＯＡ経理科 ４０人 ６月

「

を削り、同表愛媛県立松山

」

高等技術専門校の部普通職業訓練短期課程の項中「４０人」を

「２０人」に改める。

様式第１号中「入 校 願 書」を

愛 媛 県 収 入 証 紙
ち よ う 付 欄
（消印をしないこと。）

「

入校願書 に改め、同様式注に次

」

のように加える。

５ 入校選考料が必要となる訓練科への入校を希望する

者は、入校願書に入校選考料として所定の額の愛媛県

収入証紙をちよう付すること。

様式第３号中「第４条」を「第５条」に改め、同様式を様

式第４号とする。

様式第２号の次に次の１様式を加える。

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外２
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様式第３号（第４条関係） 誓約書

誓 約 書

年 月 日

愛媛県立 高等技術専門校長 殿

私は、この度貴校に入校を許可されましたので、入校後においては諸規則を守り、

職業訓練に励み、人格の形成に努めることを誓います。

本 人 住 所

氏 名 �

上記の者は、この度貴校に入校の許可を得ました。つきましては、この誓約を本人

に堅く守らせることはもちろん、本人の一身上に関する一切のことをお引き受けする

ことを誓います。

保 証 人 住 所

氏 名 �

生年月日 年 月 日

本人との続柄

電話番号

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外２
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附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、誓

約書、入校料、授業料及び寄宿舎料に係る部分は、平成１９年

４月１日から施行する。

�������
�愛媛県規則第１３号
愛媛県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則を次

のように定める。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第９３

号）の一部を次のように改正する。

第３１条中「第４８条第１８号」を「第４８条第１項第１８号」に改

める。

附 則

この規則は、平成１８年７月１日から施行する。

�������
�愛媛県規則第１４号
愛媛県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規

則

愛媛県県営住宅管理条例施行規則（昭和３５年愛媛県規則第

１９号）の一部を次のように改正する。

第１１条第１項中「第１７条第４項ただし書」を「第１７条第５

項ただし書」に改める。

第１１条の２第１項中「第１７条第５項」を「第１７条第６項」

に改め、同条第２項及び第３項中「第１７条第６項」を「第１７

条第７項」に改める。

第１２条の５中「第１７条第４項ただし書」を「第１７条第５項

ただし書」に、「第１７条第５項」を「第１７条第６項」に、「

第１７条第６項」を「第１７条第７項」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

�愛媛県告示第４５３号
知事が定める地域等の指定（昭和３９年１２月愛媛県告示第１１

１１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１の表松山広域都市計画風致地区恵良風致地区の項及び松

山広域都市計画風致地区国津風致地区の項を削る。

４の表鈍川温泉周辺の項所在地の欄中「越智郡玉川町大字

鈍川」を「今治市玉川町鈍川」に改め、同項指定区域の欄中

「越智郡玉川町道」を「今治市道」に改める。

８の表県道東予玉川線の項区域の欄中「玉川町道」を「今

治市道」に改める。

９の表県道東予玉川線の項区域の欄中「越智郡玉川町道」

を「今治市道」に改める。

�������
�愛媛県告示第４５４号
知事が定める地域等の指定（昭和３９年１２月愛媛県告示第１１

１１号）の一部を次のように改正し、平成１８年４月１日から施

行する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２の表県道船越平城線（西海有料道路）の項道路の名称の

欄及び３の表県道船越平城線（西海有料道路）の項道路の名

称の欄中「（西海有料道路）」を削る。

�������
�愛媛県告示第４５５号
知事が定める地域等の指定（昭和３９年１２月愛媛県告示第１１

１１号）の一部を次のように改正し、平成１８年７月１日から施

行する。

平成１８年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２の表一般国道１９７号の項、大洲市道冨士山線の項及び冨

士山公園園路の項を削る。

３の表一般国道１９７号の項及び一般国道１９７号大洲市道冨

士山線冨士山公園園路の項を削り、同表注２中「松山市」の

下に「及び大洲市」を加える。

４の表肱川周辺の項を削る。

８の表注２及び９の表注２中「松山市」の下に「及び大洲

市」を加える。

人事委員会規則

�愛媛県人事委員会規則７－１０２７
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７

項から第９項までの規定による給料に関する規則を次のよう

に定める。

平成１８年３月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則

第７項から第９項までの規定による給料に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から

第９項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は

、それぞれ当該各号に定めるところによる。

� 平成１７年改正条例 職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例をいう。

� 初任給規則 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規

則（愛媛県人事委員会規則７－４３）をいう。

� 改正前の初任給規則 職員の初任給、昇格、昇給等に
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関する規則の一部を改正する規則（愛媛県人事委員会規

則７－１０２２）による改正前の初任給規則をいう。

� 切替日 平成１８年４月１日をいう。

� 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規

則別表第２３から別表第３１までに定める初任給基準表に異

なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動

をいう。

� 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職

務の級（平成１７年改正条例附則第２項の規定により切替

日における職務の級を定められた職員にあっては、切替

日の前日においてその者が属していた職務の級に対応す

る平成１７年改正条例附則別表第１の新級欄に掲げる職務

の級）をいう。

� 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の

級に変更することをいう。

� 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

ア 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」

という。）第２８条第２項又は職員の分限に関する条例

（昭和２６年愛媛県条例第４３号）第２条の規定により休

職にされていた期間

イ 法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受け

ていた期間

ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第１１０号）第２条第１項の規定により育児休業をし

ていた期間

エ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処

遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４号）第２

条第１項の規定により派遣されていた期間

オ 大学院修学休業（教育公務員特例法（昭和２４年法律

第１号）第２６条第１項に規定する大学院修学休業をい

う。）をしていた期間

カ 公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３

年愛媛県条例第４７号。以下「公益法人等派遣条例」と

いう。）第２条第１項の規定により派遣されていた期

間

キ 病気休暇（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関

する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号。以下「職員勤

務時間等条例」という。）第３条第２項又は教育職員

の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２７

年愛媛県条例第３１号。以下「教育職員勤務時間等条例

」という。）第４条第２項に規定する有給休暇のうち

負傷又は疾病に係る休暇をいう。）又は無給休暇（職

員勤務時間等条例第３条第３項又は教育職員勤務時間

等条例第４条第３項に規定する休暇をいう。）の許可

を受けていた期間

� 復職時調整 初任給規則第３６条の２、職員の育児休業

等に関する条例（平成４年愛媛県条例第２号）第６条又

は公益法人等派遣条例第６条若しくは第１６条の規定によ

る号給の調整をいう。

� 再任用職員異動 法第２８条の４第１項又は第２８条の５

第１項の規定により採用された職員について行う職員勤

務時間等条例第１１条第１項の規定又は教育職員勤務時間

等条例第１１条第１項の規定により定められた１週間当た

りの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

� 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受け

ない県職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員、公

庫の予算及び決算に関する法律（昭和２６年法律第９９号）

第１条に規定する公庫に勤務する者その他人事委員会の

定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等によ

り引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者

をいう。

（平成１７年改正条例附則第７項の人事委員会規則で定める

職員）

第３条 平成１７年改正条例附則第７項の人事委員会規則で定

める職員は、次に掲げる職員とする。

	 切替日以降に初任給基準異動をした職員


 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした

職員

� 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以

降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされ

たもの

� 切替日以降に再任用職員異動をした職員

� 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定

された職員

（平成１７年改正条例附則第８項の規定による給料の支給）

第４条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職

員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当する

こととなった職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に

該当することとなった職員（人事委員会の定めるこれに準

ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。）を

除く。）であって、その者の受ける給料月額が当該各号の

区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの

には、その差額に相当する額を、平成１７年改正条例附則第

８項の規定による給料として支給する。

	 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をし

た場合（第５号に掲げる場合を除く。） 切替日の前日

に当該異動があったものとした場合（切替日以降にこれ

らの異動が２回以上あった場合にあっては、切替日の前

日にそれらの異動が順次あったものとした場合）に改正

前の初任給規則第２４条及び第２５条の規定の例により同日

において受けることとなる給料月額に相当する額


 基準級より下位の職務の級に降格をした場合（第５号

に掲げる場合を除く。） 切替日の前日において当該降

格後の職務の級（当該職務の級が平成１７年改正条例附則

別表第１の新級欄に掲げられているものである場合にあ

っては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる

職務の級（同欄に２の職務の級が掲げられているときは

、そのうち上位の職務の級））に降格をしたものとした

場合（切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格

を２回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれら

の降格を順次したものとした場合）に、改正前の初任給

規則第２３条の規定の例により同日において受けることと

なる給料月額に相当する額

� 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時

調整をされた場合（第５号に掲げる場合を除く。） 切

替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正
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前の初任給規則第３６条の２、職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例（平成１８年愛媛県条例第５号

）による改正前の職員の育児休業等に関する条例第６条

又は平成１７年改正条例第７条の規定による改正前の公益

法人等派遣条例第６条若しくは第１６条の規定の例により

同日において受けることとなる給料月額に相当する額

� 再任用職員異動をした場合 平成１７年改正条例第１条

による改正前の職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛

県条例第５７号）別表第１から別表第５までの給料表の再

任用職員の欄に掲げる給料月額又は平成１７年改正条例第

２条による改正前の教育職員の給与に関する条例（昭和

２７年愛媛県条例第３０号）別表第１及び別表第２の給料表

の再任用教育職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日

の前日にその者が属していた職務の級に応じた額（当該

再任用職員異動後に法第２８条の５第１項に規定する短時

間勤務の職を占める職員については、当該額に、職員勤

務時間等条例第１１条第１項の規定又は教育職員勤務時間

等条例第１１条第１項の規定により定められたその者の当

該再任用職員異動後における勤務時間を４０時間で除して

得た数を乗じて得た額）

� 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額

２ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員の

うち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事

委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差

額に相当する額を、平成１７年改正条例附則第８項の規定に

よる給料として支給する。

（平成１７年改正条例附則第９項の規定による給料の支給）

第５条 人事交流等職員（当該人事交流等職員となった日以

降に前条第１項各号に掲げる場合に該当することとなった

職員を除く。）であって、その者の受ける給料月額がその

者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場

合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

（人事委員会の定める職員にあっては、あらかじめ人事委

員会の承認を得て定める額）に達しないこととなるものに

は、その差額に相当する額を、平成１７年改正条例附則第９

項の規定による給料として支給する。

２ 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった

日以降に前条第１項各号に掲げる場合に該当することとな

ったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等

職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたも

のとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給され

ることとなる平成１７年改正条例附則第８項の規定による給

料の額に相当する額を、平成１７年改正条例附則第９項の規

定による給料として支給する。

（この規則により難い場合の措置）

第６条 平成１７年改正条例附則第７項から第９項までの規定

による給料の支給について、この規則の規定による場合に

は部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められると

きその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員

会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０２８
教育職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１８年３月２４日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

教育職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則

教育職員の給料の調整額に関する規則（愛媛県人事委員会 規則７－５６２）の一部を次のように改正する。

本則を第１条とし、同条の次に次の１条を加える。

第２条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項までの規定に

よる給料を支給される職員に関する前条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項までの規定による給料の額と

の合計額」とする。

別表を次のように改める。

別表（第１条関係）

１ 中学校・小学校教育職員給料表

職務の級 給 料 の 調 整 額 の 額

１級 １６，８００円。ただし、１号給１３，２３０円、２号給１３，３６４円、３号給１３，５００

円、４号給１３，６３４円、５号給１３，７７８円、６号給１３，９４０円、７号給１４，１０２

円、８号給１４，２６４円、９号給１４，４２６円、１０号給１４，６０６円、１１号給１４，７８６

円、１２号給１４，９６６円、１３号給１５，１３８円、１４号給１５，３３６円、１５号給１５，５３４

円、１６号給１５，７３２円、１７号給１５，９３８円、１８号給１６，１６４円、１９号給１６，３８８

円、２０号給１６，６１４円

２級 ２１，８００円。ただし、１号給１４，６１６円、２号給１４，８０４円、３号給１４，９９４

円、４号給１５，１８２円、５号給１５，３６２円、６号給１５，５６０円、７号給１５，７５８

円、８号給１５，９５６円、９号給１６，１６４円、１０号給１６，４０６円、１１号給１６，６５０
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円、１２号給１６，８９２円、１３号給１７，１４４円、１４号給１７，２９８円、１５号給１７，４５０

円、１６号給１７，６０４円、１７号給１７，７６６円、１８号給１７，９１８円、１９号給１８，０７２

円、２０号給１８，２２４円、２１号給１８，３８６円、２２号給１８，５５８円、２３号給１８，７２８

円、２４号給１８，９００円、２５号給１９，０５２円、２６号給１９，２３２円、２７号給１９，４１２

円、２８号給１９，５９２円、２９号給１９，７６４円、３０号給２０，００６円、３１号給２０，２５０

円、３２号給２０，４９２円、３３号給２０，７４４円、３４号給２１，００６円、３５号給２１，２６６

円、３６号給２１，５２８円、３７号給２１，７８０円

３級 ２３，２００円（条例別表第１の備考に定める職員にあつては、２３，６００円）

４級 ２５，６００円

２ 高等学校等教育職員給料表

職務の級 給 料 の 調 整 額 の 額

１級 １８，０００円。ただし、１号給１３，２３０円、２号給１３，３６４円、３号給１３，５００

円、４号給１３，６３４円、５号給１３，７７８円、６号給１３，９４０円、７号給１４，１０２

円、８号給１４，２６４円、９号給１４，４２６円、１０号給１４，６０６円、１１号給１４，７８６

円、１２号給１４，９６６円、１３号給１５，１３８円、１４号給１５，３３６円、１５号給１５，５３４

円、１６号給１５，７３２円、１７号給１５，９３８円、１８号給１６，１６４円、１９号給１６，３８８

円、２０号給１６，６１４円、２１号給１６，８３８円、２２号給１６，９９２円、２３号給１７，１４４

円、２４号給１７，２９８円、２５号給１７，４３２円、２６号給１７，５８６円、２７号給１７，７３８

円、２８号給１７，８９２円

２級 ２２，２００円。ただし、１号給１７，１４４円、２号給１７，２９８円、３号給１７，４５０

円、４号給１７，６０４円、５号給１７，７６６円、６号給１７，９１８円、７号給１８，０７２

円、８号給１８，２２４円、９号給１８，３８６円、１０号給１８，５５８円、１１号給１８，７２８

円、１２号給１８，９００円、１３号給１９，０５２円、１４号給１９，２３２円、１５号給１９，４１２

円、１６号給１９，５９２円、１７号給１９，７６４円、１８号給２０，００６円、１９号給２０，２５０

円、２０号給２０，４９２円、２１号給２０，７４４円、２２号給２１，００６円、２３号給２１，２６６

円、２４号給２１，５２８円、２５号給２１，７８０円、２６号給２２，０４０円

３級 ２４，０００円（条例別表第２の備考に定める職員にあつては、２４，４００円）

４級 ２６，４００円

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号。以下「条例」という。）第８条の規定により、給料の調整を

行う職を占める職員（次項において「給料の調整額適用職員」という。）のうち、その者に係る給料の調整額の額が経過措

置基準額に達しないこととなる職員には、改正後の教育職員の給料の調整額に関する規則第１条の規定による給料の調整額

のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める教育職員にあっては、その額に教育職員の

休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤

務時間を同項に規定する再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員以外の教育職員の勤務時間で除して得た

数を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）を給料の調整額として

支給する。

� 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで １００分の１００

� 平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで １００分の７５

� 平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで １００分の５０

� 平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで １００分の２５

３ 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

� この規則の施行の日（以下この項において「施行日」という。）の前日から引き続き給料の調整額適用職員（第３号に

該当する職員を除く。）である職員 同日にその者に適用されていた給料の調整額の額（教育職員の給料の調整額に関す

る規則の一部を改正する規則（愛媛県人事委員会規則７－８８９。以下「平成７年改正規則」という。）附則第２項から第

４項までの規定の適用を受ける者については、その者がこれらの規定の適用を受けないものとして算定した給料の調整額

の額）

� 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員（次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を
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公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第４号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１８年３月２４日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。

第１７条第２項中「、主査」を削り、同条第３項中「及び主

査」を削る。

第２３条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３

号の次に次の１号を加える。

� 個人情報の保護に関すること。

第３９条第３号を削る。

第５１条第１号中「及び大洲道路」を「、大洲道路及び西瀬

戸自動車道」に改める。

第５３条第３号及び第４号中「警備課」の下に「及び国際対

策室」を加え、同号中「収集整理」を「収集、整理」に改め

る。

第５７条第２項中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし

、第２号を第４号とし、第１号の次に次の２号を加える。

� 外国人に係る警備犯罪の取締りに関すること。

� 外国人に係る警備情報の収集、整理その他警備情報に

関すること。

第７４条第２項中「第４０条第１号」の下に「及び第３号（暴

力団犯罪に関するものに限る。）」を加える。

第８０条第３項前段中「署所在地」の下に「又は警察官連絡

所」を加える。

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第

５１条第１号の改正規定は、西瀬戸自動車道の生口島北インタ

ーチェンジから生口島南インターチェンジまでの間及び大島

北インターチェンジから大島南インターチェンジまでの間が

供用開始される日から施行する。

�������
�愛媛県公安委員会規則第５号
愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則

の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１８年３月２４日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する

規則の一部を改正する規則

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則

（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条中「及び検問所」を「、検問所及び警察官連絡所」

に改める。

別表第１の�の表三本松交番の項所管区の欄中「（横黒西
、横黒下、御舟町）」を削り、「都町」の下に「、局、新堀

上」を加え、「樋之口」の下に「、玉津（市塚）、ひうち」

を加え、同表築港駐在所の項を削る。

別表第１の�の表中川駐在所の項所管区の欄中「丹原町湯

受けることとなった職員を除く。） 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に職員の給与に関

する条例等の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）第２条の規定による改正前の条例及びこれに基づく人事

委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の教育職

員の給料の調整額に関する規則（次号において「改正前の規則」という。）を適用したとしたならばその者に適用される

こととなる給料の調整額の額（平成７年改正規則附則第３項又は第４項の規定の適用を受ける者については、その者がこ

れらの規定の適用を受けないものとして算定した給料の調整額の額）

� 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員（施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職

員を除く。） 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合（次に掲げる場合に該当することとなった日

以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に

次に掲げる場合に該当することとなったとした場合）に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給

を基礎として改正前の規則を適用したとしたならばその者に適用されることとなる給料の調整額の額（平成７年改正規則

附則第３項又は第４項の規定の適用を受ける者については、その者がこれらの規定の適用を受けないものとして算定した

給料の調整額の額）。ただし、施行日以後に職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項まで

の規定による給料に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１０２７）第４条第１項第５号に掲げる場合に該当することとな

った職員にあっては、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額

ア 給料表の適用を異にする異動をした場合

イ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則第４条第

１項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

� 施行日以後に、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員、公庫の予算及び決算に関する

法律（昭和２６年法律第９９号）第１条に規定する公庫に勤務する者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者

から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける

職員であったものとみなして前２号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる給料の調整額の額（平

成７年改正規則附則第４項の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受けないものとして算定した

給料の調整額の額）

４ 前２項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
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谷口」の下に「、丹原町臼坂、丹原町楠窪、丹原町鞍瀬、丹

原町千原、丹原町明河、小松町石鎚（字戸石）」を加え、同

表鞍瀬駐在所の項を削る。

別表第１の�の表水上交番の項を削り、同表みつ交番の項
所管区の欄中「のうち」の下に「三津一～三丁目、三津ふ頭

、梅田町、須賀町、松江町、若葉町、海岸通、」を加える。

別表第１の�の表長浜交番の項所管区の欄中「長浜町拓海
」の下に「、白滝、戒川、柴」を加え、同表白滝駐在所の項

を削る。

別表第１の�の表水上交番の項位置の欄中「八幡浜市字沖
新田」を「八幡浜市沖新田」に改め、同項所管区の欄中「字

沖新田」を「沖新田」に改め、「大平１～１６」の下に「、高

城１～５、中浦１～５、大内浦１～５、杖之浦１～４、勘定

１～５」を加え、同表白浜駐在所の項を削り、同表駅前交番

の項同欄中「字檜谷１～３」を「檜谷１～３」に改め、同表

千丈駐在所の項同欄中「字鳴滝１・２」を「鳴滝１・２」に

改める。

別表第１の�の表清満駐在所の項所管区の欄中「津島町山
財」の下に「、津島町御内、津島町槇川、津島町下畑地（上

槇）」を加え、同表御槇駐在所の項を削り、同表遊子駐在所

の項同欄中「遊子」の下に「、�淵」を加え、同表�淵駐在
所の項を削り、同表日振島駐在所の項同欄中「日振島」の下

に「、戸島」を加える。

別表第１の�の表深浦駐在所の項所管区の欄中「古月」の
下に「、久良」を加え、同表久良駐在所の項を削る。

別表第２中「及び検問所」を「、検問所及び警察官連絡所

」に改め、同表松山空港警備派出所の項の次に次のように加

える。

水上警備派出所 松山市三津一丁目

別表第２西予警察署江良検問所の項の次に次のように加え

る。

八幡浜警察署白浜警察官連

絡所
八幡浜市向灘

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

�������
�愛媛県公安委員会規則第６号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１８年３月２４日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（愛媛県公安委員会規則第２号）の一

部を次のように改正する。

第３条の２中「及び大洲道路」を「、大洲道路及び西瀬戸

自動車道」に改める。

第１３条第４項各号列記以外の部分中「安全運転管理者等」

の下に「の選任」を加え、同項第２号から第４号までを次の

ように改める。

� 自動車安全運転センター法（昭和５０年法律第５７号）第

２９条第１項第４号の書面で、安全運転管理者等の運転記

録の証明に関する事項を記載したもの（運転免許を受け

た安全運転管理者等に限る。）

� 安全運転管理実務経歴証明書（別記様式第１３号）又は

資格認定書（別記様式第１４号）の写し（安全運転管理者

に限る。）

� 運転免許証の写し、安全運転管理実務経歴証明書又は

資格認定書の写し（副安全運転管理者に限る。）

第１３条第４項第５号を削り、同条に次の１項を加える。

５ 第１項の届出に係る安全運転管理者が、施行規則第９条

の９第１項第２号の教習（以下「教習」という。）を修了

した者である場合は、教習修了証書（別記様式第１５号）の

写しをその選任の届出書に添付しなければならない。

第１４条第１項中「それぞれ別記様式第１５号の安全運転管理

者証又は別記様式第１５号の２の副安全運転管理者証」を「安

全運転管理者証（別記様式第１６号）又は副安全運転管理者証

（別記様式第１７号）」に改め、同条第２項中「別記様式第１５

号及び別記様式第１５号の２」を「安全運転管理者証及び副安

全運転管理者証」に改める。

第１５条第１項中「により公安委員会が行う自動車の運転の

管理に関する能力に係る認定（以下「認定」という。）」を

「による認定」に、「別記様式第１６号」を「別記様式第１８号

」に改め、同条第２項中「前項の」を削り、「者又は」の下

に「前項の」を加え、「別記様式第１７号の」及び「別記様式

第１８号の」を削る。

第１９条に次の１号を加える。

	 道路においてロボットの移動を伴う実証実験をするこ

と。

別記様式第１２号から別記様式第１５号までを次のように改め

る。
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別記様式第１２号（第１３条関係）

※ 警察本部整理番号 ※ コード番号 ※ 警 察 署 名 ※ 警察署整理番号

安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書
年 月 日

愛媛県公安委員会 殿

法人の名称
及び

代表者の氏名

所 在 地
〒 －

電話（ ） －

届出の理由
１ 安全運転管理者の選任 ２ 安全運転管理者の交替
３ 安全運転管理者の解任 ４ 届出事項中（ ）の変更

�選任年月日 年 月 日

�
使
用
の
本
拠

所

在

地

〒 －

�安全運転
管理者氏名

（ふりがな）

名

称

（ふりがな）

�資格要件

生年月日
年 月 日（ 歳）

運 転 の 管 理 経 験 業

種

別

１官 公 署 ２公社・公団 ３農 業 ４林 業
５漁 業 ６鉱 業 ７建 設 業 ８製 造 業
９卸・小売業 １０不 動 産 業 １１金融保険業 １２運 輸 業
１３電気・ガス業 １４通 信 業 １５サービス業 １６そ の 他

１
２年以上

２
１年以上

（教習修了者）

３
公安委員会
の認定

�職務上の地位

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
及
び
運
転
者
数

�
自
動
車
台
数

乗 用 貨 物 特 殊 二 輪

計

�運転免許
を受けてい
る場合

免許の種類 大
型

普
通

軽
大
型

普
通

軽
大
型

小
型

大
型

普
通免許年月日

免 許 番 号

交付年月日

交付公安委員会

�勤務形態

勤務 日勤 隔日 その他（ ）

	
運
転
者
数

免
許
種
別

大 型 普 通 大 特 自 二
小

特
計副安全運転

管理者の有無
有（ 人） 無

一
種

二
種

一
種

二
種

一
種

二
種

大
型

普
通



運
転
の
管
理
に
関
す
る
実
務
経
験

期間 部署 職名 専
従

予
備

�
前
任
者

解任年月日 年 月 日

氏 名

解 任 事 由
１ 死亡 ２ 退職 ３ 転任
４ 解任命令 ５ その他（ ）

�管理者設置事業所
となった年月日

年 月 日

備 考

注１ ※印の欄は、記入しないこと。
２ 「法人の名称及び代表者の氏名」欄は、届出者が個人の場合にあっては、氏名を記入すること。
３ 「所在地」欄は、届出者が個人の場合にあっては、住所を記入すること。
４ 「�自動車台数」欄の二輪の台数は、二輪車（原付を除く。）の台数に０．５を乗じて得た数を記入すること。
５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外２

１１



別記様式第１２号の２（第１３条関係）

※ 警察本部整理番号 ※ コード番号 ※ 警 察 署 名 ※ 警察署整理番号

副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書
年 月 日

愛媛県公安委員会 殿

法人の名称
及び

代表者の氏名

所 在 地
〒 －

電話（ ） －

届出の理由
１ 副安全運転管理者の選任 ２ 副安全運転管理者の交替
３ 副安全運転管理者の解任 ４ 届出事項中（ ）の変更

�選任年月日 年 月 日

�
使
用
の
本
拠

所

在

地

〒 －

�副安全運転
管理者氏名

（ふりがな）

名

称

（ふりがな）

�資格要件

生年月日
年 月 日（ 歳）

運 転 の 管 理 経 験 業

種

別

１官 公 署 ２公社・公団 ３農 業 ４林 業
５漁 業 ６鉱 業 ７建 設 業 ８製 造 業
９卸・小売業 １０不 動 産 業 １１金融保険業 １２運 輸 業
１３電気・ガス業 １４通 信 業 １５サービス業 １６そ の 他

１
運転管理
１年以上

２
運転経験
３年以上

３
公安委員会
の認定

�職務上の地位

管
理
す
る
自
動
車
台
数
及
び
運
転
者
数

�
自
動
車
台
数

乗 用 貨 物 特 殊 二 輪

計

�運転免許
を受けてい
る場合

免許の種類 大
型

普
通

軽
大
型

普
通

軽
大
型

小
型

大
型

普
通免許年月日

免 許 番 号

交付年月日

交付公安委員会

�勤務形態等

勤務 日勤 隔日 その他（ ）

	
運
転
者
数

免
許
種
別

大 型 普 通 大 特 自 二
小

特
計補助者の有無 有（ 人） 無 一

種
二
種

一
種

二
種

一
種

二
種

大
型

普
通安全運転管理者氏名



運
転
の
管
理
に
関
す
る
実
務
経
験

期間 部署 職名 専
従

予
備

�
前
任
者

解任年月日 年 月 日

氏 名

解 任 事 由
１ 死亡 ２ 退職 ３ 転任
４ 解任命令 ５ その他（ ）

�副安全運転管理者
設置事業所となった年月日

年 月 日

備 考

注１ ※印の欄は、記入しないこと。
２ 「法人の名称及び代表者の氏名」欄は、届出者が個人の場合にあっては、氏名を記入すること。
３ 「所在地」欄は、届出者が個人の場合にあっては、住所を記入すること。
４ 「�自動車台数」欄の二輪の台数は、二輪車（原付を除く。）の台数に０．５を乗じて得た数を記入すること。
５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外２

１２



別記様式第１３号（第１３条関係）

安 全 運 転 管 理 実 務 経 歴 証 明 書

氏 名

生 年 月 日 年 月 日生（ 歳）

職 務 上 の
地 位

上記の者は、

年 月 日から 年 月 日までの間

当 において、自動車の安全

運転管理の業務に従事していたことを証明します。

年 月 日

証明者（法人の名称及び代表者の氏名）

印

注１ 記名押印に替えて、署名することができる。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外２

１３



別記様式第１４号（第１３条関係）

第 号

安 全 運 転 管 理 者
資格認定書

副安全運転管理者

殿

あなたは、道路交通法施行規則
第９条の９第１項第２号

に定める
第９条の９第２項第２号

自動車の運転管理に関し
安 全 運 転 管 理 者

と し て の 資 格 を 有 す る
副安全運転管理者

ものであることを認定します。

年 月 日

愛媛県公安委員会 �

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外２

１４



別記様式第１５号（第１３条関係）

第 号

教 習 修 了 証 書

殿

あなたは、道路交通法施行規則第９条の９第１項第２号に基づく所定の

教習を修了したことを証します。

年 月 日

愛媛県公安委員会 �

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外２

１５



別記様式第１５号の２を削り、別記様式第１６号から別記様式

第１８号までを次のように改める。

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外２

１６



別記様式第１６号（第１４条関係）

第 号

安 全 運 転 管 理 者 証

氏 名

道路交通法第７４条の２の規定による安全運転管理者であることを証する。

年 月 日

愛媛県公安委員会 �

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外２

１７



別記様式第１７号（第１４条関係）

第 号

副 安 全 運 転 管 理 者 証

氏 名

道路交通法第７４条の２の規定による副安全運転管理者であることを証する。

年 月 日

愛媛県公安委員会 �

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外２

１８



別記様式第１８号（第１５条関係）

安全運転管理者教習・認定
申請書

副 安 全 運 転 管 理 者 認 定

年 月 日

愛媛県公安委員会 殿

申請者氏名 印

教習又は認定を受

けようとする者の

氏名及び年齢

ふりがな

年 月 日生（ 歳）

住 所

勤務先
氏 名

所在地

教習若しくは認

定を受けようと

する者の運転管

理又は運転経験等

職務上

の地位

職務

内容

勤 務

形 態

１日勤 ２隔日

３その他（ ）

運転管理

年

運転経験

年

勤務

経歴

勤務期間 勤務部署 職務上の地位 職務内容

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外２

１９



古紙配合率100％再生紙を使用しています 

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第

３条の２の改正規定は、西瀬戸自動車道の生口島北インター

チェンジから生口島南インターチェンジまでの間及び大島北

インターチェンジから大島南インターチェンジまでの間が供

用開始される日から施行する。

平成１８年３月２４日 印刷
平成１８年３月２４日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円２０

愛 媛 県 報平成１８年３月２４日 第１７４５号外２


